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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
 少なくとも２つの電極、前記電極の間に配置された導電性複合材、前記電極と前記複合
材との間の界面、大電流事象の際に前記界面における断熱抵抗加熱により急速な熱膨張お
よび蒸発を生じさせて前記界面において少なくとも部分的な物理的分離が生じるようにす
るために前記界面に設けられた不均一分布の抵抗構造、並びに前記複合材に圧縮力を加え
る手段を有し、前記導電性複合材が、高Ｔｇエポキシと低粘性ポリグリコール・エポキシ
と少なくとも１種のエポキシ硬化剤とを含む有機結合剤部分、および導電性粉末を有して
いること、を特徴とする電流制限装置。
【請求項２】
 前記導電性粉末がニッケル粉末である請求項１記載の電流制限装置。
【請求項３】
 前記導電性粉末が、約０．９ｇ／ｃｃの見かけ密度を持つニッケル粉末で構成されてい
る請求項２記載の電流制限装置。
【請求項４】
 前記有機結合剤部分の前記高Ｔｇエポキシが前記有機結合剤部分の約７０重量％以上を
構成し、前記有機結合剤部分の前記低粘性ポリグリコール・エポキシが前記有機結合剤部
分の最大約３０重量％までを構成する請求項１乃至３のいずれかに記載の電流制限装置。
【請求項５】
 前記少なくとも１種のエポキシ硬化剤が酸、アミン、無水物および遊離基開始剤より成
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る群から選ばれる請求項１乃至４のいずれかに記載の電流制限装置。
【請求項６】
 前記少なくとも１種のエポキシ硬化剤がルイス酸触媒を有する請求項１乃至４のいずれ
かに記載の電流制限装置。
【請求項７】
 前記少なくとも１種のエポキシ硬化剤が前記導電性複合材の約４重量％を構成する請求
項１乃至６のいずれかに記載の電流制限装置。
【請求項８】
 高Ｔｇエポキシと低粘性ポリグリコール・エポキシと少なくとも１種のエポキシ硬化剤
とを持つ有機結合剤部分、および導電性粉末を有していることを特徴とする導電性複合材
。
【請求項９】
 前記低粘性ポリグリコール・エポキシが、前記有機結合剤部分の重量の約３０重量％ま
での低粘性ポリグリコール・エポキシ柔軟剤を有する請求項８記載の導電性複合材。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、配電および電動機制御の用途を含む一般的な回路保護のための電流制限装置に
関するものである。特に、本発明は、大電流事象または大電流状態が生じたときに回路の
電流を制限することの出来る電流制限装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
大電流状態が生じたときに回路の電流を制限することの出来る多数の装置がある。１つの
公知の電流制限装置は、ＰＴＣＲ（正の抵抗温度係数）またはＰＴＣ効果と普通呼ばれる
特性を持つ充填ポリマー材料を含む。米国特許第５，３８２，９３８号明細書、米国特許
第５，３１３，１８４号明細書および欧州公告特許出願第０，６４０，９９５Ａ１号明細
書の各々には、ＰＴＣ動作に依存する電気装置が記載されている。ＰＴＣＲまたはＰＴＣ
効果の独特な属性は、ＰＴＣＲ材料がある特定のスイッチ温度で基本的に導電性の材料か
ら基本的に抵抗性の材料へ変わることである。これらの従来の電流制限装置の幾つかにお
いては、ＰＴＣＲ材料（典型的には、カーボン・ブラックを充填したポリエチレン）が圧
力接触電極同士の間に配置されている。
【０００３】
その全内容を参照する米国特許第５，６１４，８８１号明細書には、複合材と不均一分布
の抵抗構造とに基づく電流制限装置が開示されている。
【０００４】
電流制限装置は大きい故障電流から電気回路内の敏感な構成部品を保護するために多くの
用途に使用されている。用途の範囲は低電圧小電流の電気回路から高電圧大電流の配電系
統までまたがる。多くの用途にとって重要な要件は、ピーク故障電流を最小にするために
電流制限応答時間（これはスイッチング時間としても知られている）が速いことである。
【０００５】
動作においては、電流制限装置は被保護回路内に配置される。正常な回路状態では、電流
制限装置は高伝導状態にある。大電流状態が生じたとき、ＰＴＣＲ材料が抵抗加熱により
発熱して、その温度が「スイッチ温度」以上になる。スイッチ温度になったとき、ＰＴＣ
Ｒ材料の抵抗は高抵抗状態に変わり、大電流状態の電流が制限される。大電流状態がなく
なったとき、電流制限装置はある時間（長時間であってもよい）にわたってスイッチ温度
よりも低い温度へ冷却していき、高伝導状態へ戻る。高伝導状態では、電流制限装置は再
び、将来の大電流状態の事象に応答して高抵抗状態へ切り替わることが可能になる。
【０００６】
公知の電流制限装置は、電極、導電性複合材、低い熱分解または蒸発温度の高分子結合剤
、および不均一分布の抵抗構造と組み合わせた導電性充填剤を有する。これらの電流制限
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装置のスイッチング作用は、複合材の比較的高い抵抗部分中の導電性充填剤のジュール加
熱が結合剤の熱分解または蒸発を生じさせるのに充分な加熱を生じたときに起こる。
【０００７】
公知の電流制限装置の動作中、材料の消耗（ａｂｌａｔｉｏｎ）およびアークの少なくと
も一方が不均一分布の抵抗構造中の局部的なスイッチング領域において生じる。消耗およ
びアークは導電性複合材に高い機械的および熱的応力の少なくとも一方を生じさせる。こ
れらの高い機械的および熱的応力はしばしば複合材の機械的破損を招く。
【０００８】
更に、公知の電流制限装置に使用されてきた導電性複合材はしばしば非常に脆く、高電圧
大電流事象の際に破損することがある。また、電流制限装置に以前に使用されていた導電
性複合材のバッチはしばしば再現性がない。従って、電流制限装置内の導電性複合材の特
性が変動し、電流制限装置の動作および信頼性に悪影響を及ぼす。
【０００９】
電流制限装置に使用しようと以前に試みられたこのような複合材の１種は、市販されてい
るエポキシであるエポキシ・テクノロジイ社（Ｅｐｏｘｙ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ　
Ｉｎｃ．）製のエポテック（Ｅｐｏｔｅｋ）Ｎ３０である。エポテックＮ３０は導電性を
持たせるためにニッケル粒子が添加されている。エポテックＮ３０の数個のバッチを試験
したところ、これらのバッチの幾つかは良好な電気性能を有することが判った。しかしな
がら、エポテックＮ３０のバッチ毎の再現性は殆ど又は全くなかった。更に、エポテック
Ｎ３０のバッチは極めて脆く、結果として試験中に割れを生じた。
【００１０】
従って、電流制限装置に使用するための導電性複合材は、大電流複数回使用ポリマー電流
制限装置にとって適切な性質である、望ましい、一定の、再現性のある電気的および機械
的性質を有しているべきである。これらの電気的および機械的性質には、下記に限定され
るものではないが、低い初期接触抵抗、高スイッチ抵抗、数（２～３）ミリ秒未満のスイ
ッチング時間、並びに機械的な頑丈さおよび耐久性のような望ましい電流制限装置の性質
が含まれる。
【００１１】
【発明の概要】
従って、上記および他の欠点を克服した高速の再使用可能な電流制限装置を提供すること
が望ましい。
【００１２】
更に、複数回使用のポリマー電流制限装置にとって適切な望ましい電気的および機械的性
質を有する複合材を含んでいる電流制限装置を提供することが望ましい。これらの電気的
および機械的性質は、次のものに限定されるものではないが、ポリマー電流制限装置が複
数回使用能力を持つように、低い初期接触抵抗、高スイッチ抵抗、数（２～３）ミリ秒未
満のスイッチング時間、並びに機械的な頑丈さおよび耐久性を含む。
【００１３】
また、大電流用の複数回使用の電流制限装置を提供することが望ましい。この電流制限装
置は、少なくとも２つの電極、前記電極の間に配置された導電性複合材、前記電極と前記
複合材との間の界面、大電流事象の際に前記界面における断熱抵抗加熱により結合剤の急
速な熱膨張および蒸発を生じさせて前記界面において少なくとも部分的な物理的分離が生
じるようにするために前記界面に設けられた不均一分布の抵抗構造、並びに前記複合材に
圧縮力を加える手段を有する。導電性複合材は、高Ｔｇエポキシと低粘性ポリグリコール
・エポキシとを含む有機結合剤部分、少なくとも１種のエポキシ硬化剤、および導電性粉
末を有する。
【００１４】
更に、高Ｔｇエポキシと低粘性ポリグリコール・エポキシとを含む有機結合剤部分、少な
くとも１種のエポキシ硬化剤および導電性粉末を有する導電性複合材を提供し、また該導
電性複合材の製造方法を提供することも望ましい。
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【００１５】
本発明の上記および他の利点並びに顕著な特徴は、添付の図面を参照した、本発明の好ま
しい実施態様を示す以下の説明から明らかになろう。
【００１６】
【発明の実施の形態】
本発明に従って具現された電流制限装置は、電極間に配置された導電性複合材を有し、電
流制限装置全体にわたって不均一な分布の抵抗が存在する。導電性複合材は少なくとも導
電性充填剤および有機結合剤を有する。本発明に従って具現された電流制限装置は更に、
導電性複合材に圧縮力を加える手段を有する。
【００１７】
電流制限装置を再使用可能とするために、不均一分布の抵抗構造が設けられて、電流制限
装置の内の少なくとも１つの薄い層が電流の流れの方向に対して直角に配置され且つ装置
内の同じ寸法および向きの平均層の平均抵抗よりも高い抵抗（すなわち比較的高い抵抗）
を持つようにする。更に、電流制限装置は選ばれた薄い高抵抗層に対して直角な方向に圧
縮力を加えられる。圧縮力は電流制限装置に固有の圧縮力であってもよく、或いはバネな
どのような弾性の構造、組立体または装置によって加えてもよい。
【００１８】
動作に関して説明すると、本発明に従って具現された電流制限装置は被保護電気回路内に
配置される。正常な動作の際には、電流制限装置の抵抗は低く、すなわちこの例では電流
制限装置の抵抗は導電性複合材の抵抗と電極の抵抗と接触抵抗との和に等しい。短絡また
は大電流事象が生じると、高密度の電流が電流制限装置を通って流れ始める。短絡または
大電流事象の初期段階では、電流制限装置の抵抗加熱は断熱加熱であると信じられる。こ
のため、電流制限装置の内の選ばれた比較的高い抵抗の薄い層が電流制限装置の残りの部
分よりもずっと速く加熱されると信じられる。薄い層が適切に設計されていると、該薄い
層が急速に加熱されて、該薄い層の熱膨張および／または該薄い層からのガスにより電流
制限装置内の該薄い層の所で分離が生じると信じられる。
【００１９】
図１に例示されているように、本発明は大電流複数回使用の高速電流制限装置１を構成す
る。図１において、本発明に従って具現された電流制限装置１は、金属または半導体から
形成される電極３および導電性複合材５を有し、圧縮力Ｐが加えられている不均一分布の
抵抗構造７を含む。ところで、本発明の範囲には、比較的高い抵抗の部分が電極３同士の
間のいずれかにある任意の適当な構成を持つ大電流複数回使用電流制限装置が含まれる。
例えば、図２に示されているように、大電流複数回使用電流制限装置内の２つの複合材５
５の間に比較的高い抵抗があってよい。しかし、これは単に代表的なもので、本発明を制
限するものではないことに留意されたい。
【００２０】
結合剤は低い温度（大体８００°Ｃ未満）でかなりのガスを発生するように選ぶべきであ
る。不均一分布構造は典型的には、電流制限装置の少なくとも１つの選ばれた薄い層が電
流制限装置の残りの部分よりもずっと高い抵抗を持つように選ばれる。
【００２１】
導電性複合材内の不均一分布の抵抗構造は、電流の流れの方向に対して直角に配置された
少なくとも１つの薄い層が、同じ寸法および向きの平均層の平均抵抗よりも少なくとも約
１０％高い所定の抵抗を持つように設けられる。更に、不均一分布の抵抗構造は、少なく
とも１つの導電性複合材界面の近くに配置される。
【００２２】
本発明の有利な結果は、大電流事象の際の薄い層の断熱抵抗加熱に続く大電流複数回使用
電流制限装置内の結合材料からの急速な熱膨張およびガス発生により得られると信じられ
る。この急速な熱膨張および蒸発は選ばれた薄い層の所で電流制限装置の部分的または完
全な物理的分離を生じさせて、電流の流れに対する装置全体の抵抗を高くする。従って、
電流制限装置は電流路を通る電流の流れを制限する。
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【００２３】
大電流状態がなくなったとき、電流制限装置にかかっている圧縮力により、電流制限装置
は再び電流を正常に流れさせる低抵抗状態に戻ると信じられる。本発明に従って具現され
た電流制限装置は、複数回のこのような大電流事象状態に対して再使用可能である。回数
は、とりわけ、各々の大電流事象の大きさ及び持続時間のような因子に依存する。
【００２４】
本発明に従って具現された電流制限装置では、複合材の蒸発および／または消耗が、高い
抵抗の領域において、例えば電極／材料界面において、部分的または完全な物理的分離を
惹起すると信じられる。この分離される状態では、複合材の消耗が生じ、電流制限装置の
分離された層間にアークが生じることがあると信じられる。しかしながら、分離された状
態での全体の抵抗は非分離状態での抵抗よりも遥かに高くなっている。この高いアーク抵
抗は複合材の結合剤からのガス発生によって界面で生じる高い圧力とガスの消イオン性質
との組合せによるものと信じられる。いずれにしても、本発明の電流制限装置は、回路の
他の構成部品が大電流事象によって破損しないように大電流事象の電流を制限するのに有
効である。
【００２５】
大電流事象が遮断された後、電流制限装置は、分離した層を押すように作用する圧縮力に
より、その非分離状態に戻り又は再形成されると信じられる。電流制限装置の層が非分離
状態すなわち低抵抗状態に戻ると、電流制限装置は将来起こる他の大電流事象状態に応答
して電流制限動作を行い得る完全動作状態になる。
【００２６】
特定の回路内の電流制限装置の両端間に現れる最大電圧を制御するというような目標を達
成するため、または電流制限装置の使用寿命を延ばすように回路エネルギの幾分かを通す
代替路を設けるため、抵抗、バリスタ、或いは他の線形または非線形素子を含む並列電流
路を用いることによって、本発明の電流制限装置の別の実施態様を作ることが出来る。
【００２７】
本発明に従って具現された、電流制限装置に使用するための導電性複合材は、少なくとも
４つの構成成分を有する。その内の３つは導電性複合材の有機結合剤の中に見出される。
具体的に述べると、導電性複合材の有機結合剤中の３つの構成成分は、高Ｔｇエポキシ、
低粘性ポリグリコール・エポキシおよび少なくとも１種の硬化剤である。少なくとも４つ
の構成成分の内の他の成分は、導電性粉末である。
【００２８】
従って、本発明に従って具現された電流制限装置は、大電流複数回使用電流制限装置に使
用するための所望の電気的および機械的性質を与える複合材を含む。所望の電気的および
機械的性質には、それに限定されないが、低い初期接触抵抗、大電流事象に関連した高ス
イッチ抵抗、速いスイッチング時間、並びに複数回使用できるようにするための機械的頑
丈さおよび耐久性が含まれる。
【００２９】
例えば、本発明に従って具現された代表的な電流制限装置では、低い初期接触抵抗は約０
．０５オーム程度である。大電流事象に関連した高スイッチ抵抗は、約５０オームまたは
それ以上である。更に、本発明に従って具現された電流制限装置では、スイッチング時間
は数（２～３）ミリ秒未満である。
【００３０】
本発明に従って具現された導電性複合材は、約３０重量％までの低粘性ポリグリコール・
エポキシ樹脂と組み合わせた高Ｔｇエポキシ樹脂を有する。微細なニッケル粉末のような
導電性粉末が、少なくとも１種の硬化剤と共に、有機結合剤にブレンドすなわち混合され
て、導電性複合材を形成する。本発明に従って具現された、これらの導電性複合材から製
造されたポリマー電流制限装置は、電気性能が向上し改善される。
【００３１】
本発明に従って具現された電流制限装置用の導電性複合材の有機結合剤部分に使用するた
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めの高Ｔｇエポキシは、導電性複合材の有機結合剤部分の約７０重量％以上の範囲で与え
られる。高Ｔｇエポキシは、例えば、ノボラックまたはビスフェノールＡ構造のような高
Ｔｇエポキシで構成するのが好ましい。
【００３２】
低粘性ポリグリコール・エポキシ樹脂が、本発明に従って具現された導電性複合材の有機
結合剤部分の残りの部分を形成する。低粘性ポリグリコール・エポキシ樹脂は高Ｔｇエポ
キシに柔軟性を与える。従って、本発明に従って具現された電流制限装置では、低粘性ポ
リグリコール・エポキシ樹脂は導電性複合材の有機結合剤部分の最大約３０重量％までを
構成する。
【００３３】
本発明に従って具現された電流制限装置では、幾つかの異なる種類の硬化剤が導電性複合
材中のエポキシと共に使用される。硬化剤には、それらに限定されないが、公知のエポキ
シに対する硬化剤が含まれ、例えば、酸、アミン、無水物、遊離基開始剤および他の硬化
剤が含まれる。例えば、潜熱触媒の形態の硬化剤が、上昇した温度でエポキシの優れた硬
化を生じさせることが判っている。特に、三塩化硼素または三弗化硼素アミン錯体のよう
なルイス酸触媒を有する硬化剤が、導電性複合材にエポキシの約４重量％で添加された。
これらの触媒は、約１５０°Ｃの温度に達するまでエポキシの硬化を誘発しない。従って
、本発明に従って具現された電流制限装置用の導電性複合材を形成するための材料を配合
して、長い期間にわたって室温で貯蔵しておくことが可能であった。
【００３４】
本発明に従って具現された導電性複合材中の第４の成分は、導電性粉末である。導電性粉
末は、電流が導電性複合材を通って流れることが出来るようにする。導電性粉末は、好ま
しくは、これに限定されないが、例えばノバメット・コーポレーション（Ｎｏｖａｍｅｔ
　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ）から市販されているＮｉ２５５空気選別微粉のような微細な
ニッケル粉末である。ニッケル粉末は、好ましくは、有機結合剤部分を含む導電性複合材
の全サンプル重量の約５５重量％～約７０重量％の範囲内の濃度で添加される。ニッケル
粉末の大きさ（粒度）、形状、表面積および形態は、本発明に従って具現される電流制限
装置の性能にとって重要である。
【００３５】
特に、平均粒度（フィッシャー粒度；Ｆｉｓｈｅｒ　ｓｉｚｅ）が約２ミクロンであるニ
ッケル粉末は、本発明に従って具現された電流制限装置の導電性複合材に対して望ましい
性能および特性を与えると判明した。更に、約０．７５ｍ2 ／ｇの表面積および約０．９
ｇ／ｃｃの見かけ密度を持つニッケル粒子は、本発明に従って具現された電流制限装置の
性能を更に向上させる。
【００３６】
本発明に従って具現された電流制限装置において、導電性複合材による電流制限装置の性
能の改善をよりよく例示するために、導電性複合材のサンプルを調製して試験した。下記
の具体例およびその試験結果の表は、本発明に従って具現した導電性複合材の望ましい特
性および性質を示す。しかし、下記の具体例はあくまでも例に過ぎず、本発明をそれらに
限定するものではない。下記の記載における測定値、量および他の定量化は近似値である
。また、以下に示されているパーセント（％）は、特に指定していない限り重量％を表し
、時間はミリ秒（ｍｓ）で表し、抵抗値はオームで表す。
【００３７】
【具体例１】
本発明に従って具現された電流制限装置を調製するため、最初に、導電性複合材の有機結
合剤部分として貯蔵エポキシ溶液を使用した。貯蔵エポキシ溶液は、約９６ｇのノボラッ
ク・エポキシ（チバ・ガイギー社（Ｃｉｂａ　Ｇｅｉｇｙ　Ｃｏｒｐ．）の商品名ＥＰＮ
１１３９）と潜熱触媒としての約４ｇの三塩化硼素アミン錯体（チバ・ガイギー社の商品
名ＤＹ９５７７）とをブレンドすることによって調製した。この貯蔵エポキシ溶液からそ
れぞれ１０重量％、約２０重量％および約３０重量％のポリグリコール低粘性柔軟剤（ダ
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ウ・ケミカル社（ＤｏｗＣｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏｒｐ．）の商品名ＤＥＲ７３６）を含有
する配合物を作った。次いで、これらのそれぞれ１０重量％、約２０重量％および約３０
重量％の柔軟剤を含有する配合物を、導電性粉末として使用するニッケル（Ｎｉ）粉末と
混合した。Ｎｉ粉末の濃度は、上記の異なるエポキシ溶液と混合したときの導電性複合材
の全重量のそれぞれ約５５％、約６０％および約６５％であった。
【００３８】
この導電性複合材を完全に混合して、テフロン（ＴＥＦＬＯＮ；登録商標）基板に形成し
た直径がほぼ３／４インチで深さがほぼ１／８インチの複数の穴の中にサンプルとして配
置した。穴は導電性複合材で完全に満たして、テフロンの上板で覆った。これらのサンプ
ルを約１５０°Ｃで約１．５時間の間焼成した。この結果得られた硬化したニッケル－エ
ポキシ導電性複合材の円盤を取り出して、電気性能の試験を行った。
【００３９】
ニッケル－エポキシ導電性複合材の円盤の電気性能の試験を行うため、該円盤を２つの電
極の間に配置し、これにより本発明に従って具現された電流制限装置を構成した。この電
流制限装置を適当な圧力を加えて保持した。これらの電極およびニッケル－エポキシ導電
性複合材の円盤に大電流パルスまたは大電流事象を加えた。そこで電流制限装置の電気特
性を測定した。初期抵抗（Ｒｉ）、高抵抗状態に達するスイッチング時間（ＳＷｔ）、ス
イッチ抵抗（Ｒ）、および破損するまでの再使用パルスの数を記録した。それらの結果が
表１に示してある。
【００４０】
【表１】

【００４１】
具体例１の導電性複合材について行った試験結果は、上記の表１に示されるように、導電
性複合材の上記の構成成分が大電流複数回使用電流制限装置における望ましい電気的およ
び他の性質を提供することを示している。更に、具体例１における上記の結果は、本発明
に従った上記の構成成分を持つ導電性複合材が大電流複数回使用電流制限装置における望
ましい電気的および他の性質を提供することも示している。また、異なるルイス酸硬化剤
すなわち三弗化硼素モノエチルアミン錯体により別の実験を行った。この場合、上述の三
塩化硼素アミン錯体を使用した場合と同様な結果が得られた。
【００４２】
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しかし、具体例１に述べた構成成分および組成が決定的なものであり、且つ大電流複数回
使用電流制限装置に対して望ましい結果を与えるものであることを確かめるために、別の
試験を行った。
【００４３】
【具体例２】
具体例２は、具体例１と同様に行ったが、具体例１に列挙したものとは異なるエポキシお
よびニッケル粉末を持つサンプルを使用した。異なる構成成分の具体例２のサンプルは、
具体例１において述べたのと同様に調製し試験した。その結果は表２に示してある。
【００４４】
【表２】
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【００４５】
具体例２の結果から、ニッケル粉末は導電性複合材中の構成成分として、大電流複数回使
用電流制限装置における導電性複合材に対して満足な結果を与えるのに重要であるばかり
でなく、ニッケル粉末の適切な大きさもまた、本発明に従って具現された大電流複数回使
用電流制限装置における導電性複合材に対して満足な結果を与えるのに重要であることが
判る。従って、本発明に従って具現された導電性複合材中の導電性粉末としてニッケル２
５５空気選別微粉のようなニッケル粉末が好ましいことが判った。更に、電流制限装置用
の導電性複合材に所望の電気的および物理的性能を与えない特定のポリマーまたはエポキ
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【００４６】
【具体例３】
具体例３においては、本発明に従って具現された導電性複合材が、導電性複合材の有機結
合剤中の構成成分としてビスフェノールＡエポキシを使用して調製された。以下に述べる
導電性複合材を使用した別の試験によれば、本発明に従って具現された大電流複数回使用
電流制限装置内の導電性複合材に優れた電気的性能を生じさせる少なくとも１つの他の種
類のエポキシ化合物が存在することが更に判明した。これらのエポキシを具体例３におい
て以下に述べる。
【００４７】
具体例３においては、導電性複合材の有機結合剤部分を構成すため、Ｅｐｏｎ８２８ビス
フェノールＡエポキシ（ダウ・ケミカル社）に約４重量％のＤＹ９５７７潜熱触媒を混合
した。ＤＹ９５７７とＥｐｏｎ８２８との組合せに、硬化剤としてそれぞれ約１０重量％
および約２０重量％のＤＥＲ７３６ポリグリコール低粘性柔軟剤を添加してサンプルを形
成した。また、導電性粉末として様々な量のＮｉ２５５空気選別微粉を添加した。前に述
べたようにサンプルを調製して試験した。試験結果は表３にまとめて示す。
【００４８】
【表３】

【００４９】
表３の結果によれば、高Ｔｇエポキシとルイス酸触媒と柔軟剤と適切な構造を持つ微細な
ニッケル粉末との組合せを有する、本発明に従って具現された電流制限装置内の導電性複
合材は、大電流複数回使用用途にとって望ましく且つ適当な特性を持つ電流制限装置を提
供する。
【００５０】
以下に示す具体例４乃至具体例６では、高濃度の柔軟剤を含む場合の導電性複合材に対す
る構成成分および組成について考察する。これらの具体例はまた、本発明に従って具現さ
れた導電性複合材に対する別の処理パラメータについても考察する。
【００５１】
【具体例４】
具体例４では、低粘性柔軟剤「７３２」のような比較的に長鎖の脂肪族が、導電性複合材
のための、具体例３において述べたようなＥＰＯＮ８２８およびＤＹ９５７７Ｂに添加さ
れる。具体例４では、ニッケル粉末が導電性粉末として空気選別微粉の形態で使用される
。種々の濃度の構成成分を調製して試験した。その結果は表４に示されている。
【００５２】
【表４】
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【００５３】
【具体例５】
具体例５では、前にのべたように、ＥＰＯＮ８２８およびＤＹ９５７７Ｂの混合物が調製
された。しかし、適切な製造装置およびプロセスを決定するために硬化サイクルに異なる
処理装置を使用した。処理装置は、これに限定されないが、ラミネータ（ｌａｍｉｎａｔ
ｏｒ）、プレスおよびオートクレーブのような装置を含む。そこで、異なる装置により、
前に述べたような７３２柔軟剤および６５％ニッケル微粉末を使用してサンプルを調製し
た。それらの結果は表５に示されている。
【００５４】
【表５】

【００５５】
【具体例６】
具体例６では、導電性複合材がＳＥＭＣＯ（登録商標）自動混合機を使用して混合される
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電性複合材を調製するための混合物は、ＤＹ９５７７を含むＥＰＯＮ８２８と、６５％ニ
ッケル微粉末を含む４０％の７３２柔軟剤とで構成した。具体例６の試験結果は表６に示
されている。
【００５６】
【表６】

【００５７】
これまで示した表のデータは、導電性複合材および電極の両方が一定の寸法（大きさ）を
有している一定の寸法の電流制限装置で得られたものである。更に、これの表においては
、意味のある比較ができるように大電流パルスも一定のレベルに維持された。
【００５８】
具体例４乃至６は、種々の濃度で柔軟剤を有する導電性複合材が本発明に従って具現され
た大電流複数回使用電流制限装置に使用するのに適当であって且つ望ましいことを示して
いる。更に、具体例４乃至６は、ラミネーション、プレス処理、オートクレーブ処理、並
びに例えばＳＥＭＣＯ混合機によるような機械混合処理などの異なる硬化処理および装置
が本発明に従って具現された高電圧複数回使用電流制限装置内の導電性複合材に対して望
ましい且つ適当な特性を与えることを示している。
【００５９】
本発明を特定の好ましい実施態様について説明したが、当業者には種々の要素の組合せ、
変更および改良をなし得ることが明細書の記載から理解されよう。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に従って具現された電流制限装置を示す断面図である。
【図２】本発明に従って具現された別の電流制限装置を示す断面図である。
【符号の説明】
１　　電流制限装置
３　　電極
５　　導電性複合材
７　　不均一分布の抵抗構造
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